
 筑 豊

（電 話）

（電 話）

： （福岡県公安委員会発行）

： （福岡県公安委員会発行）

（注 意）

　・　商品であって使用しない軽自動車等に該当する場合は、展示状態の写真を裏面に

　　添付してください。

　・　地方税法第４４８条の規定により、調査にお伺いすることがあります。

古物商許可証番号

質屋許可証番号

（ 該　当　事　由 ）

　　　　商品であって使用しない軽自動車等であるため

所在地（住所）

法人名（氏名）
　 　 ―

　 　 ―
屋　　号

（平成・令和　　年　　月　　日取得）

飯塚市軽自動車税課税免除申請書

　・　自らが使用する車両、リース車両、試乗車及び代車は免除の対象とはなりません。

　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　令和　 　年　 　月　　 日

　わたくしの所有する下記の車両につきましては、飯塚市税条例第81条の9の規定に該当

いたしますので、課税免除の申請をします。

（あて先） 飯　塚　市　長

定置場所
（所在地と違う
場合に記入）

標識番号等

納税義務者


